
土砂災害(がけ崩れ､土石読､地すべり)から国民の生命を守るため､土砂災害の

おそれのある区域についての危険の周知､警戒避難体制の整備､住宅等の新規

立地の抑制､既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです｡
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都道府県知事は､市町村長の意見を聞いた上で区域を指定します｡
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区域指定の

対象となります｡

※傾斜度が30度以上である土地が崩壊する ※山鹿が崩壊して生じた土石等又は　　　　　　※土地の一部が地下水等に起因して滑る

渓講の土石等が水と一体となって読下する　　　自然現象又はこれに伴って移動する



お問い合わせ先 

山形県置賜総合支庁建設部西置賜河川砂防課 

0238-88-8233 

土砂災害から身を守るために､ ｢日頃の備え｣と｢早めの避難｣を心掛けましょう｡

監修:国土交通省砂防部　　発行:全国地すべりがけ崩れ対策協議会


